
平 成 2 5 年 4 月 2 日 

関西電力株式会社   

 

消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書 

 

当社は，このたび，電気事業法第 19 条第 12 項の規定にもとづき届出を行な

った選択約款の季時別電灯ＰＳ（平成 25 年 5 月 1 日実施）において，消費税等

相当額を含んだ料金率等を変更することといたしましたので，電気事業法施行

規則第 47条の 3の規定にもとづき消費税等相当額並びにその額に係る表示およ

び請求の方法に関する説明書を提出いたします。 

なお，請求の方法については，従前のとおりでございます。 

また，7（料金）に定める料金率に含まれる消費税等相当額の端数処理につい

ては小数点以下第 3 位で，別表 6（燃料費調整）に定める基準単価に含まれる

消費税等相当額の端数処理については小数点以下第 4 位で四捨五入しておりま

す。 

 

(1) 7（料金）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率  消費税等相当額  

  円 銭  円 銭 

基本料金   

１契約につき最初の１０キロボル

トアンペアまで 
 

1,155.00 55.00 

上記をこえる１キロボルトアンペ

アにつき 
 

378.00 18.00 

電力量料金   

ピーク時間   

 １キロワット時につき 57.04 2.72 

オフピーク時間   

最初の９０キロワット時までの

１キロワット時につき 
 

21.32 1.02 

９０キロワット時をこえ２３０キロ

ワット時までの１キロワット時

につき 
 

27.83 1.33 

   



区分および単位 料 金 率  消費税等相当額  

 円 銭 円 銭 

２３０キロワット時をこえる１キ

ロワット時につき 
 

31.86 1.52 

夜間時間   

１キロワット時につき 
 

10.76 0.51 

５時間通電機器割引額   

５時間通電機器の総容量（入力）

１キロボルトアンペアにつき 
 

136.50 6.50 

通電制御型蓄熱式機器割引額   

通電制御型蓄熱式機器の総容量

（入力）１キロボルトアンペア 

につき 
 

126.00 6.00 

最低月額料金   

１契約につき 
 

420.00 20.00 

 

(2)別表 6(燃料費調整)に定める基準単価 

単 位 基 準 単 価 消費税等相当額 

  円 銭厘  円 銭厘 

 １キロワット時につき 0.181 0.009 

 
 
 


